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 ワタミ株式会社（東京都大田区）のグループ会社、ワタミエナジー株式会社（東京都大田区、以下当社）は、新型コロナウ

イルス感染症の影響による休業および失業等で、一時的に公共料金の支払いが困難になるお客さまに対し、電気料金の支

払い猶予の特別措置を実施してきましたが、以下のとおり支払猶予の期間延長およびその他の特別措置を設けることといた

しました。 

 

１．電気料金に関する内容 

（１）電気料金の支払い猶予 

①特別措置の対象となるお客さま 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および、失業等で、都道府県社会福祉協議会より緊急貸付※1を受け 

ているお客さまで、一時的に電気料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用のお申し出をいただき、当社の 

基準に合致したお客さまが対象です。 

※１ 各都道府県社会福祉協議会が行う緊急小口資金または総合支援資金の貸付 

 

②特別措置の内容 

２０２０年４月分、５月分および６月分の電気料金の支払期日※2を原則としてそれぞれ 3 ヵ月間、2 ヵ月間、1 ヵ月 

間延長させていただきます。 ※２ 支払義務発生日（検針日）から３１日目の日 

電気使用期間 猶予期間 備考 

2020 年 4 月分 3 ヵ月間 3 月 31 日お知らせからさらに 2 ヵ月間延長 

2020 年 5 月分 2 ヵ月間 3 月 31 日お知らせからさらに 1 ヵ月間延長 

2020 年 6 月分 1 ヵ月間 今回新たに追加 

 

③特別措置のお申し込み受付日 

２０２０年 7月 1日（水）～８月３１日（月） 

 

（２）契約電力の適正化のご協力支援 

    休業などの自粛や生産活動が計画的に今後も減少することが明らかな場合、ご要望のお客様につきまして適

正化するお手伝いをさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

電気に関するお問い合わせ先  

ワタミエナジー株式会社 TEL：03-5737-7104 ／ Ｅ－ｍａｉｌ：info-pps＠ｗａｔａｍｉ.ｎｅt  （受付時間 平日９時～１８時） 

  

ワタミエナジー株式会社 
〒144-0043 東京都大田区羽田 1-1-3 

新型コロナウイルスの影響にともなう 

電気料金支払い猶予等の特別措置拡大について 

地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう 



２．電気以外の特別措置・ご支援 

  ①マッチング 

お客様の労働力の過不足、食材製造・小売（インバウンド向け）のお客様に対して、ワタミエージェント(株)※3 の

紹介による人材の紹介、余剰となる食材の有効活用のサポート（ワタミグループの外食やお弁当事業への斡旋

など）、ワタミエナジーのお客様どうしの橋渡し等によるご支援 

※3 ワタミエージェント株式会社 

 多様な働き方の推進と雇用の維持に貢献する労働者派遣事業を展開するワタミグループの企業です。 

■ワタミエージェント株式会社 

【 所在地 】 大阪府大阪市中央区南船場 4-2-11 心斎橋ビル５Ｆ 

【代表者名】 大根田淳（ワタミ株式会社執行役員） 

【 設 立 】 2019年 4月 

【事業内容】 労働派遣事業 

 

  ②地方創生臨時交付金のご紹介 

コロナウイルス禍後の業態転換を目指しているお客様に対して、7 月以降各自治体からの発信がスタートする交

付金のご紹介 

 

今回の新型コロナウイルスの世界的流行という難局を乗り越え、みなさまの事業や生活が継続することで、社会が再び豊

かさを取り戻すために、出来る限りのご支援をさせて頂きたいとの思いで、お客様に寄り添う上記の対応を実施して参りたいと

思います。 

 

■ワタミエナジー株式会社 

【所 在 地】東京都大田区羽田 1-1-3 

【代表者名】代表取締役 高橋雅彦 

【設  立】1998 年 7 月 

【ホームページ URL】https://watami-energy.jp 

 

■ワタミエナジーについて 

ワタミエナジーは「美しい地球を美しいままに子供たちに残していく」というワタミグループの環境方針のもと、常に環境問題

の改善につながる事業を推進して参りました。2004年には和民 300店にエネルギーマネジメントシステムを導入し電気を見

える化。「ムダ電気ゼロ」を合言葉に店舗の従業員が省エネに取り組み 1億 6千万円の電気代と電気使用量を削減。2006

年には森づくり活動を開始、以降、協力会社様と共に構築したリサイクルループや、日本酒ビンリユースの仕組みなどがワタ

ミグループの取り組みとして評価され、ワタミ株式会社として環境省のエコ・ファースト企業に認定されました。2011 年には持

続可能なエネルギーを創出すべく秋田県にかほ市に風車を建て、2014 年には再生可能エネルギーを普及させることを目

的として、ワタミの電気の供給を始めました。私たちは、単なる電力会社ではなく、持続可能な社会づくりのために地域電力

支援や林業を通じて、気候危機にあらがうとともに、日本各地の地域が抱える課題（人口減少・高齢化）に貢献したいと考え

ております。 

 

《 お問合わせ先 》 

ワタミ株式会社 広報部／ TEL：03-5737-2784 ／ E-mail：press@watami.net 

 


